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―
歐
陽
脩
新
発
見
書
簡
九
十
六
篇
を
手
が
か
り
と
し
て
―

一
　
は
じ
め
に

北
宋
の
歐
陽
脩
（
一
〇
〇
七
～
七
二
）
に
︑
こ
れ
ま
で
そ
の
存
在
が
全
く
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
書
簡
九
十
六
篇
を
筆
者
は
発
見
し

て
︑
二
〇
一
一
年
に
報
告
し
公
表
し
た（
１
）︒
歐
陽
脩
は
今
か
ら
千
年
以
上
前
に
生
ま
れ
た
人
物
で
あ
り
︑
す
で
に
作
品
は
収
集
さ
れ
尽
く

し
︑
南
宋
︑
明
︑
清
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
幾
度
も
全
集
は
出
版
さ
れ
て
作
品
数
は
確
定
し
て
い
た
︒

と
こ
ろ
が
︑
筆
者
は
こ
れ
ま
で
全
く
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
歐
陽
脩
の
書
簡
九
十
六
篇
を
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ

て
い
る
『
歐
陽
文
忠
公
集
』
の
中
か
ら
見
つ
け
出
し
た
︒
こ
れ
ら
新
出
の
九
十
六
篇
か
ら
は
︑
歐
陽
脩
の
日
常
生
活
や
人
間
関
係
等
を

窺
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
︑
様
々
な
角
度
か
ら
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る（
２
）︒

そ
こ
で
︑
こ
う
し
た
九
十
六
篇
に
関
す
る
研
究
の
一
環
と
し
て
︑
本
稿
で
は
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
歐
陽
脩
の
書
簡
が
そ

も
そ
も
な
ぜ
日
本
に
伝
来
し
て
い
た
の
か
︑
す
な
わ
ち
九
十
六
篇
が
ど
う
し
て
天
理
図
書
館
所
蔵
の
『
歐
陽
文
忠
公
集
』
中
に
存
在
し

て
い
た
の
か
︑
そ
し
て
ど
の
よ
う
に
し
て
日
本
に
伝
わ
っ
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
︑『
歐
陽
文
忠
公
集
』
編
纂
と
の
関
わ
り

に
着
目
し
て
能
う
限
り
明
ら
か
に
し
た
い
︒
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二
　
周
必
大
原
刻
の
『
歐
陽
文
忠
公
集
』
に
つ
い
て

歐
陽
脩
の
全
集
で
あ
る
『
歐
陽
文
忠
公
集
』
百
五
十
三
巻
は
︑
南
宋
の
周
必
大
（
一
一
二
六
～
一
二
〇
四
）
が
編
纂
し
た
︒
彼
は
「
歐

陽
文
忠
公
集
後
序
」
に
お
い
て（
３
）︑

會
郡
人
孫
謙
益
老
於
儒
学
︑
刻
意
斯
文
︒
承
直
郎
丁
朝
佐
博
覧
羣
書
︑
尤
長
考
證
︒
於
是
徧
捜
舊
本
︑
傍
采
先
賢
文
集
︑
與
郷
貢

進
士
曾
三
異
等
互
加
編
校
︒
起
紹
熙
辛
亥
春
︑
迄
慶
元
丙
辰
夏
︑
成
一
百
五
十
三
巻
︑
別
爲
附
録
五
巻
︒

會た
ま
たま
郡
人
の
孫
謙
益
は
儒
学
に
老
い
︑
意
を
斯
文
に
刻
む
︒
承
直
郎
の
丁
朝
佐
は
羣
書
を
博
覧
し
︑
尤
も
考
證
に
長
け
り
︒
是
に

於
て
舊
本
を
徧
く
捜
し
︑
傍
く
先
賢
の
文
集
を
采
り
︑
郷
貢
進
士
の
曾
三
異
等
と
互
い
に
編
校
を
加
ふ
︒
紹
熙
辛
亥
の
春
起
り
︑

慶
元
丙
辰
の
夏
迄
︑
一
百
五
十
三
巻
を
成
し
︑
別
に
附
録
五
巻
を
爲
る
︒

と
記
述
し
︑
儒
学
に
詳
し
い
孫
謙
益
︑
考
証
に
優
れ
た
丁
朝
佐
︑
郷
貢
進
士
で
あ
る
曾
三
異
等
と
と
も
に
編
纂
や
校
正
を
行
っ
た
と
述

べ
る
︒
ま
た
︑
編
纂
期
間
は
︑
紹
熙
辛
亥
（
二
年
︑
一
一
九
一
年
）
よ
り
慶
元
丙
辰
（
二
年
︑
一
一
九
六
年
）
の
六
年
間
で
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
︒
さ
ら
に
︑
孫
謙
益
︑
丁
朝
佐
︑
曾
三
異
を
含
め
て
︑
こ
の
周
必
大
編
纂
『
歐
陽
文
忠
公
集
』
の
巻
末
に
︑

編
定
校
正
：
孫
謙
益
︑
丁
朝
佐
︑
曾
三
異
︑
胡
柯

覆
校
：
葛
潀
︑
王
伯
芻
︑
朱
岑
︑
胡
炳
︑
曾
煥
︑
胡
渙
︑
劉
賛
︑
羅
泌

と
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
周
必
大
を
中
心
と
し
て
こ
れ
ら
十
二
名
が
校
正
等
を
担
い
︑『
歐
陽
文
忠
公
集
』
百
五
十
三
巻
は
編
纂
さ
れ

た
の
で
あ
る
︒

さ
て
︑
周
必
大
が
慶
元
二
年
に
完
成
さ
せ
た
『
歐
陽
文
忠
公
集
』
と
し
て
︑
目
録
や
図
録
等
に
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
は
︑
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中
国
の
国
家
図
書
館
所
蔵
本
（
以
下
︑
国
図
本
と
称
す
）︑
日
本
の
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
本
（
以
下
︑
宮
内
庁
本
と
称
す
）
と
天
理
大
学

附
属
天
理
図
書
館
所
蔵
本
（
以
下
︑
天
理
本
と
称
す
）
が
あ
る（
４
）︒

中
国
の
国
家
図
書
館
所
蔵
本
に
つ
い
て
︑『
北
京
図
書
館
古
籍
善
本
書
目
』
に
よ
る
と（
５
）︑
周
必
大
原
刻
本
と
し
て
は
以
下
の
三
本
が
掲

載
さ
れ
て
い
る
（
便
宜
上
︑
①
～
③
の
番
号
を
附
し
た
）︒

 

① 

歐
陽
文
忠
公
集
一
百
五
十
三
巻
　
宋
歐
陽
脩
撰
　
附
録
五
巻
　
宋
慶
元
二
年
周
必
大
刻
本
︹
巻
三
至
六
︑
三
十
八
至
四
十
四
︑
六

十
一
至
六
十
三
︑
九
十
五
︑
一
百
三
十
四
至
一
百
四
十
三
配
明
抄
本
︺　
四
十
六
冊

 

② 

歐
陽
文
忠
公
集
一
百
五
十
三
巻
　
宋
歐
陽
脩
撰
　
宋
慶
元
二
年
周
必
大
刻
本
︹
巻
六
十
二
至
六
十
五
配
抄
本
︺
十
六
冊
　
存
四
十

巻
　
四
至
七
　
五
十
五
至
六
十
七
　
七
十
二
至
七
十
三
　
八
十
七
至
八
十
九
　
一
百
十
二
至
一
百
十
七
　
一
百
二
十
至
一
百
二
十

四
　
一
百
四
十
六
　
一
百
四
十
八
　
一
百
四
十
九
至
一
百
五
十
三

 

③ 

歐
陽
文
忠
公
集
一
百
五
十
三
巻
　
宋
歐
陽
脩
撰
　
宋
慶
元
二
年
周
必
大
刻
本
　
三
冊
　
存
五
巻
　
五
十
二
至
五
十
四
　
九
十
六
　
一

百
十
九

 

こ
れ
ら
は
同
一
の
版
本
で
︑
②
が
四
十
巻
︑
③
は
五
巻
し
か
存
在
し
て
い
な
い
の
に
対
し
て
︑
①
は
百
五
十
三
巻
の
う
ち
僅
か
二
十

五
巻
分
が
欠
巻
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
︑
国
家
図
書
館
を
代
表
す
る
善
本
と
さ
れ
る
︒
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
慶
元
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
周
必

大
の
刻
本
と
記
載
さ
れ
て
お
り
︑
周
必
大
原
刻
の
『
歐
陽
文
忠
公
集
』
と
認
定
さ
れ
て
い
る
︒

宮
内
庁
本
は
全
百
五
十
三
巻
の
う
ち
六
十
七
巻
が
現
存
し
て
い
る
︒
宮
内
庁
本
に
つ
い
て
『
図
書
寮
典
籍
解
題
　
漢
籍
篇
』
で
は
次

の
よ
う
に
記
述
す
る（
６
）︒

陳
振
孫
の
書
録
解
題
に
︑
六
一
居
士
集
一
百
五
十
二マ
マ

巻
を
著
録
し
︑
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周
益
公
解
相
印
歸
︑
用
諸
本
編
校
︑
定
爲
此
本
︑
且
爲
之
年
譜
︒
自
居
士
集
︑
外
集
而
下
︑
至
於
書
簡
集
︑
凡
十
︑
各
刊
之
家
塾
︒

と
記
す
も
の
は
︑
即
ち
本
書
で
あ
る
︒

 

宮
内
庁
本
は
周
必
大
が
官
職
を
辞
し
た
後
に
家
塾
で
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
︑周
必
大
原
刻
の
『
歐
陽
文
忠
公
集
』
と
見
な
さ
れ
て
い
る
︒

天
理
本
は
︑『
歐
陽
文
忠
公
集
』
百
五
十
三
巻
の
う
ち
︑
後
人
の
補
写
部
分
が
僅
か
二
十
二
巻
に
過
ぎ
な
い
の
で
︑
南
宋
刊
本
が
ほ
ぼ

原
形
を
留
め
て
い
る
善
本
と
考
え
ら
れ
︑
一
九
五
二
年
に
日
本
の
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
︒
も
と
は
金
澤
文
庫
の
所
蔵
で
︑
そ
の
後

京
都
堀
川
の
伊
藤
家
を
経
て
︑
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
た
︒
こ
の
天
理
本
に
つ
い
て
︑
文
化
庁
監
修
『
国
宝
』
の
中

で
は
︑
慶
元
二
年
刊
行
本
と
し
て（
７
）︑

本
書
は
そ
の
宋
刊
本
で
︑
本
文
百
五
十
三
巻
︑
付
録
五
巻
を
三
十
九
冊
に
収
め
る
が
︑
︙
︙
︙
そ
の
版
刻
は
慶
元
二
年
で
︑
本
書

も
お
そ
ら
く
当
時
の
印
行
と
し
て
認
め
ら
れ
る
︒

と
記
述
し
︑
天
理
本
は
周
必
大
が
慶
元
二
年
に
版
刻
し
た
『
歐
陽
文
忠
公
集
』
で
あ
る
と
言
う
︒
こ
れ
ら
国
図
本
︑
宮
内
庁
本
︑
天
理

本
の
版
心
に
記
入
さ
れ
た
刻
工
名
を
調
査
す
る
と
︑
国
図
本
と
宮
内
庁
本
は
全
く
同
一
な
の
で
同
じ
版
本
で
あ
る
（
従
っ
て
︑
以
後
は

国
図
本
・
宮
内
庁
本
と
あ
わ
せ
て
表
記
す
る
）︒
一
方
︑
天
理
本
は
国
図
本
・
宮
内
庁
本
と
刻
工
名
が
違
う
の
で
別
の
版
本
で
あ
る
と
い

う
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
︒
そ
し
て
︑
周
必
大
は
『
歐
陽
文
忠
公
集
』
の
編
纂
作
業
を
担
当
し
た
一
人
で
あ
る
曾
三
異
に
送
っ
た
書
簡

（「
與
曾
無
疑
三
異
書
」）
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
記
述
す
る
︒

六
一
集
方
以
俸
金
送
劉
氏
兄
弟
私
下
刻
版
︑
免
得
官
中
擾
人
︒

六
一
集
は
方
に
俸
金
を
以
て
劉
氏
兄
弟
に
送
り
私
か
に
刻
版
に
下
し
︑
官
中
に
て
人
を
擾み
だ

す
を
得
る
を
免
る
︒
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『
六
一
集
』
と
は
『
歐
陽
文
忠
公
集
』
の
こ
と
で
︑
こ
の
書
簡
が
送
ら
れ
た
の
は
紹
熙
四
年
（
一
一
九
三
）
で
あ
り（
８
）︑
周
必
大
が
ま
さ

に
『
歐
陽
文
忠
公
集
』
を
編
纂
し
て
い
た
期
間
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒
こ
こ
か
ら
︑
周
必
大
が
刻
工
で
あ
る
劉
氏
兄
弟
に
俸
給
を
与
え
て

版
木
に
刻
ま
せ
︑『
歐
陽
文
忠
公
集
』
を
制
作
し
て
い
る
様
子
が
窺
え
︑
こ
の
よ
う
に
し
て
確
実
に
全
集
は
刊
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
国

図
本
・
宮
内
庁
本
と
天
理
本
は
︑
前
掲
の
目
録
等
に
よ
る
と
い
ず
れ
も
慶
元
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
周
必
大
原
刻
の
『
歐
陽
文
忠
公
集
』

と
認
定
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
刻
工
名
が
違
う
と
い
う
こ
と
は
︑
少
な
く
と
も
国
図
本
・
宮
内
庁
本
と
天
理
本
と
の
ど
ち
ら
か

が
周
必
大
の
依
頼
で
は
な
い
刻
工
が
版
木
を
刻
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
︒
従
っ
て
︑
こ
れ
ら
三
本
と
も
が
全
て
周
必
大
の
原
刻
本
『
歐

陽
文
忠
公
集
』
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
︒

周
必
大
原
刻
の
『
歐
陽
文
忠
公
集
』
に
つ
い
て
は
︑
既
に
拙
稿
に
お
い
て
考
察
し
た
よ
う
に
︑
中
国
の
国
家
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て

い
る
鄧
邦
述
跋
本
が
そ
れ
で
あ
り
︑
国
図
本
・
宮
内
庁
本
と
天
理
本
は
︑
実
は
全
て
周
必
大
の
原
刻
本
で
は
な
く
︑
原
刻
本
に
基
づ
い

て
後
に
編
纂
さ
れ
た
南
宋
本
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た（
９
）︒
鄧
邦
述
跋
本
を
周
必
大
の
原
刻
本
と
見
な
し
た
理
由
は
︑『
歐
陽
文
忠
公

集
』
の
各
巻
末
に
増
補
部
分
が
存
在
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑『
歐
陽
文
忠
公
集
』
巻
二
十
の
巻
末
に
注
目
す
る
と
︑
こ

の
巻
に
収
録
さ
れ
て
い
る
最
後
の
作
品
は
「
資
政
殿
学
士
戸
部
侍
郎
文
正
范
公
神
道
碑
銘
」
で
あ
り
︑
そ
の
作
品
の
後
に
一
行
空
け
て

次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
︒

居
士
集
巻
第
二
十

　
熙
寧
五
年
秋
七
月
男
發
等
編
定

　
　
紹
熙
二
年
三
月
郡
人
孫
謙
益
校
正

 

「
熙
寧
五
年
秋
七
月
男
發
等
編
定
」
と
は
︑
歐
陽
脩
が
熙
寧
五
年
（
一
〇
七
二
）
閏
七
月
に
亡
く
な
る
直
前
に
息
子
の
歐
陽
發
ら
が

『
歐
陽
文
忠
公
集
』
巻
一
～
五
十
に
収
録
さ
れ
る
『
居
士
集
』
五
十
巻
を
編
定
し
た
こ
と
を
記
述
し
て
お
り
︑
こ
の
記
述
は
『
居
士
集
』

五
十
巻
の
各
巻
末
に
存
在
す
る
︒
そ
の
次
に
あ
る
「
紹
熙
二
年
三
月
郡
人
孫
謙
益
校
正
」
と
は
︑
周
必
大
が
『
歐
陽
文
忠
公
集
』
を
編

纂
し
た
際
の
紹
熙
二
年
（
一
一
九
一
）
に
︑
編
定
校
正
者
の
一
人
で
あ
る
孫
謙
益
が
『
居
士
集
』
巻
二
十
部
分
を
校
正
し
た
こ
と
を
指
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す
︒
こ
の
記
述
も
『
居
士
集
』
各
巻
末
に
あ
る
︒
つ
ま
り
『
居
士
集
』
五
十
巻
部
分
は
︑
周
必
大
が
『
歐
陽
文
忠
公
集
』
の
編
纂
を
し

た
際
に
︑
孫
謙
益
が
校
正
を
担
当
し
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

注
意
し
た
い
の
は
︑
国
図
本
︑
天
理
本
で
は
「
紹
熙
二
年
三
月
郡
人
孫
謙
益
校
正
」
の
次
の
行
か
ら
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
存
在
す

る
こ
と
で
あ
る
（
宮
内
庁
本
は
こ
の
箇
所
が
欠
本
で
調
査
出
来
な
い
が
︑
刻
工
名
が
同
じ
で
あ
る
国
図
本
と
同
一
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
）︒范

文
正
公
神
道
碑
︑
自
公
坐
呂
公
貶
︑
羣
士
大
夫
各
持
二
公
曲
直
︒
呂
公
患
之
︑
凡
直
公
者
︑
皆
指
爲
党
︑
或
坐
竄
逐
︒
及
呂
公

復
相
︑
公
亦
再
起
被
用
︒
於
是
二
公
驩
然
相
約
︑
戮
力
平
賊
︒
天
下
之
士
皆
以
此
多
二
公
︒
然
朋
党
之
論
遂
起
︑
而
不
能
止
︒

范
文
正
公
神
道
碑
に
︑
公
の
呂
公
に
坐
し
て
貶
せ
ら
れ
し
よ
り
︑
羣
士
大
夫
は
各
お
の
二
公
の
曲
直
を
持
す
︒
呂
公
之
れ
を
患
へ
︑

凡
そ
公
を
直
と
す
る
者
︑
皆
指
し
て
党
と
爲
し
︑
或
ひ
は
坐
し
て
竄
逐
せ
ら
る
︒
呂
公
の
相
に
復
す
る
に
及
び
て
︑
公
も
亦
た
再

び
起
ち
て
用
ひ
ら
る
︒
是
に
於
て
二
公
驩
然
と
し
て
相
約
し
︑
力
を
戮
せ
て
賊
を
平
ら
ぐ
︒
天
下
の
士
は
皆
此
を
以
て
二
公
を
多

と
す
︒
然
れ
ど
も
朋
党
の
論
遂
に
起
こ
り
て
︑
止
む
る
こ
と
能
は
ず
︒

 

「
范
文
正
公
神
道
碑
」
と
い
う
記
述
か
ら
始
ま
る
こ
と
で
明
ら
か
な
よ
う
に
「
自
公
坐
呂
公
貶
～
而
不
能
止
」
は
︑『
歐
陽
文
忠
公
集
』

巻
二
十
（『
居
士
集
』
巻
二
十
）
の
本
編
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
資
政
殿
学
士
戸
部
侍
郎
文
正
范
公
神
道
碑
銘
」
の
本
文
の
記
述
で
あ

る
︒
さ
ら
に
︑
こ
の
後
に
続
け
て
司
馬
光
『
涑
水
記
聞
』︑
蘇
轍
『
龍
川
別
志
』︑
邵
伯
温
『
邵
氏
聞
見
録
』︑
陳
師
道
『
後
山
談
叢
』
の

記
事
を
引
用
し
︑
范
仲
淹
の
息
子
で
あ
る
范
純
仁
（
堯
夫
）
が
歐
陽
脩
の
神
道
碑
銘
の
文
字
を
勝
手
に
改
め
た
等
の
後
日
談
に
関
連
す

る
記
述
が
あ
る
︒

こ
の
「
范
文
正
公
神
道
碑
︑
自
公
坐
呂
公
貶
」
か
ら
始
ま
り
︑
司
馬
光
『
涑
水
記
聞
』︑
蘇
轍
『
龍
川
別
志
』︑
邵
伯
温
『
邵
氏
聞
見

録
』︑
陳
師
道
『
後
山
談
叢
』
へ
と
続
く
記
述
は
︑
周
必
大
ら
の
全
集
編
纂
と
関
連
さ
せ
る
と
疑
問
が
生
じ
る
︒
ま
ず
︑「
紹
熙
二
年
三

月
郡
人
孫
謙
益
校
正
」
と
記
載
し
て
︑
巻
末
に
校
正
の
終
了
を
明
記
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
︑
そ
の
後
に
続
く
こ
れ
ら
の
記
述
は
一
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体
何
で
あ
る
の
か
︒
さ
ら
に
︑
こ
れ
ら
の
記
述
が
も
し
周
必
大
ら
の
全
集
編
纂
時
に
付
加
さ
れ
た
と
す
れ
ば
︑「
資
政
殿
学
士
戸
部
侍
郎

文
正
范
公
神
道
碑
銘
」
の
本
文
は
す
で
に
直
前
に
収
録
済
み
で
あ
る
の
で
︑
再
び
「
范
文
正
公
神
道
碑
」
と
し
て
本
文
と
同
じ
文
章
を

記
載
し
て
︑
さ
ら
に
そ
の
後
日
談
の
記
事
を
書
き
加
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
か
︒
換
言
す
れ
ば
︑「
范
文
正
公
神
道
碑
」
と
し
て
本
文

を
引
用
し
︑
そ
れ
に
関
す
る
後
日
談
を
記
載
す
る
形
式
は
︑
こ
れ
だ
け
で
一
つ
の
完
結
し
た
内
容
及
び
形
式
に
な
っ
て
お
り
︑
周
必
大

ら
の
全
集
編
纂
時
に
お
け
る
本
文
の
文
字
の
校
正
等
と
は
全
く
関
係
の
な
い
記
述
と
考
え
ら
れ
る
︒
従
っ
て
︑
全
集
編
纂
の
際
に
周
必

大
ら
が
わ
ざ
わ
ざ
書
き
加
え
た
と
は
考
え
に
く
く
︑
こ
の
部
分
は
周
必
大
の
全
集
編
纂
の
後
に
増
補
さ
れ
て
付
け
加
え
ら
れ
た
記
述
だ

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

こ
こ
で
︑『
北
京
図
書
館
古
籍
善
本
書
目
』
に
掲
載
さ
れ
る
十
本
の
南
宋
本
の
う
ち
「
歐
陽
文
忠
公
集
一
百
五
十
三
巻
　
宋
歐
陽
脩
撰
　

宋
刻
本
　
鄧
邦
述
跋
　
存
四
巻
」（
以
下
︑
鄧
邦
述
跋
本
と
称
す
）
に
注
目
す
る
と）
10
（

︑
こ
の
部
分
は
︑

居
士
集
巻
二
十

　
熙
寧
五
年
秋
七
月
男
發
等
編
定

　
　
紹
熙
二
年
三
月
郡
人
孫
謙
益
校
正

と
あ
り
︑「
紹
熙
二
年
三
月
郡
人
孫
謙
益
校
正
」
と
い
う
記
載
の
次
の
行
は
空
欄
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
後
に
増
補
し
て
付
加
さ
れ
た
と

思
わ
れ
る
︑
前
述
し
た
一
連
の
記
事
は
存
在
せ
ず
︑「
紹
熙
二
年
三
月
郡
人
孫
謙
益
校
正
」
と
い
う
記
述
で
︑『
居
士
集
』
巻
二
十
の
記

事
が
終
了
し
て
い
る
︒
鄧
邦
述
跋
本
は
わ
ず
か
四
巻
し
か
残
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
︑
前
述
し
た
「
范
文
正
公
神
道
碑
」
の
後
日
談
等

の
増
補
部
分
が
存
在
し
な
い
︑
こ
の
鄧
邦
述
跋
本
こ
そ
が
周
必
大
の
原
刻
本
『
歐
陽
文
忠
公
集
』
だ
と
言
え
る
︒
こ
の
原
刻
本
が
刊
行

さ
れ
た
後
に
︑
全
集
が
増
補
さ
れ
て
本
文
の
「
資
政
殿
学
士
戸
部
侍
郎
文
正
范
公
神
道
碑
銘
」
に
関
連
す
る
後
日
談
等
の
記
載
で
あ
る

「
范
文
正
公
神
道
碑
」
か
ら
始
ま
る
箇
所
が
付
け
加
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
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三
　『
歐
陽
文
忠
公
集
』
の
増
補
に
つ
い
て

こ
の
よ
う
に
周
必
大
原
刻
の
『
歐
陽
文
忠
公
集
』
が
後
に
増
補
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
て
︑
国
図
本
︑
宮
内
庁
本
︑
天
理
本
全

て
を
比
較
調
査
し
︑
原
刻
本
を
補
訂
し
た
後
に
増
補
さ
れ
た
箇
所
を
確
認
し
て
い
く
と
︑
国
図
本
は
二
度
に
渡
っ
て
記
載
が
付
け
加
え

ら
れ
︑
天
理
本
は
そ
れ
に
加
え
て
さ
ら
に
二
回
（
合
計
で
四
回
）
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
の
が
明
ら
か
に
な
る
︒
そ
の
経
緯
は
次
の
通

り
で
あ
る
（
な
お
︑
宮
内
庁
本
は
国
図
本
と
同
一
の
版
本
で
欠
巻
も
多
い
の
で
︑
以
後
国
図
本
・
宮
内
庁
本
系
統
の
版
本
は
︑
国
図
本

を
代
表
さ
せ
て
比
較
す
る
）︒

『
歐
陽
文
忠
公
集
』
百
五
十
三
巻
を
構
成
す
る
『
書
簡
』
十
巻
部
分
を
例
に
と
り
あ
げ
て
考
え
る
と
︑『
書
簡
』
各
巻
の
構
成
は
︑
ま

ず
歐
陽
脩
が
送
っ
た
書
簡
が
掲
載
さ
れ
︑
最
後
に
「
書
簡
巻
○
」
と
い
う
記
述
で
︑
そ
の
巻
に
収
録
さ
れ
た
書
簡
の
掲
載
が
終
了
し
︑

そ
の
後
に
そ
の
巻
に
収
録
し
た
書
簡
の
校
勘
が
あ
り
︑
こ
こ
ま
で
が
周
必
大
原
刻
本
の
記
述
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
そ
の
後
に
様
々
な
記

載
が
続
く
場
合
が
あ
る
が
︑
そ
れ
が
原
刻
本
刊
行
後
に
増
補
さ
れ
た
部
分
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
の
部
分
を
確
認
す
る
と
︑
し
ば

し
ば
「
續
添
」
と
記
載
し
て
書
簡
が
収
録
さ
れ
て
い
る
︒「
續
添
」
と
は
最
新
作
ま
で
の
増
補
の
意
味
だ
と
考
え
ら
れ
る）
11
（

︒『
歐
陽
文
忠

公
集
』
の
場
合
は
︑
最
初
に
全
集
を
編
纂
し
た
際
に
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
歐
陽
脩
の
書
簡
が
︑
新
た
に
発
見
さ
れ
た
（
こ
れ
を
最
新

作
と
み
な
す
）
の
で
︑
そ
れ
を
増
補
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
従
っ
て
︑
そ
の
部
分
に
収
録
さ
れ
て
い
る
書
簡
は
原
刻
本
刊
行
の

後
に
増
補
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
︒
し
か
も
「
續
添
」
の
後
に
︑「
又
續
添
」
と
し
て
︑
さ
ら
に
書
簡
が
収
録
さ
れ
て
い
る
箇
所
も
あ
り
︑

そ
れ
は
「
續
添
」
と
し
て
最
新
作
を
増
補
し
た
後
に
︑
時
間
を
お
い
て
再
度
増
補
さ
れ
た
際
に
︑
そ
の
時
ま
で
の
最
新
作
（
新
た
に
発

見
さ
れ
た
作
）
を
再
び
補
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
周
必
大
の
原
刻
本
『
歐
陽
文
忠
公
集
』
が
刊
行
さ
れ
た
後
の
増
補
部
分
に
つ

い
て
︑「
續
添
」︑「
又
續
添
」
等
の
記
載
に
着
目
し
て
諸
本
を
比
較
し
て
確
認
す
る
と
︑
前
述
し
た
如
く
︑
国
図
本
の
増
補
は
二
度
︑
天

理
本
は
国
図
本
の
増
補
に
加
え
て
さ
ら
に
二
回
（
合
計
で
四
回
）
増
補
さ
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る）
12
（

︒

さ
て
︑
国
図
本
は
二
回
に
及
ぶ
増
補
で
︑
書
簡
十
九
篇
が
新
た
に
原
刻
本
に
付
加
さ
れ
た）
13
（

︒
こ
の
国
図
本
に
増
補
さ
れ
た
十
九
篇
は
︑

後
述
す
る
よ
う
に
明
代
に
全
集
が
再
編
集
さ
れ
る
過
程
で
︑
本
文
中
に
移
さ
れ
配
置
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
︑
今
日
の
全
集
の
本
文
中

に
収
録
さ
れ
て
伝
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
一
方
︑
国
図
本
刊
行
後
に
︑
さ
ら
に
全
集
は
二
回
増
補
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
︑
そ
の
増
補
部
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分
に
合
計
す
る
と
九
十
六
篇
の
書
簡
が
付
け
加
え
ら
れ
た
︒
そ
し
て
︑
こ
の
増
補
段
階
の
『
歐
陽
文
忠
公
集
』
を
︑
後
述
す
る
よ
う
に

日
本
か
ら
来
た
北
条
実
時
の
使
者
が
購
入
し
て
我
が
国
へ
持
ち
帰
っ
た
︒
こ
れ
が
後
の
天
理
本
で
あ
る
︒
そ
の
後
︑
天
理
本
は
中
国
か

ら
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
当
初
の
形
の
ま
ま
︑
す
な
わ
ち
書
簡
は
各
巻
の
増
補
部
分
に
ば
ら
ば
ら
に
付
加
さ
れ
た
ま
ま
︑
整
理
さ
れ
る

こ
と
な
く
伝
承
さ
れ
た
︒
つ
ま
り
︑
九
十
六
篇
の
書
簡
は
天
理
本
の
増
補
部
分
に
収
録
さ
れ
た
ま
ま
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
南

宋
末
に
中
国
で
流
通
し
て
い
た
天
理
本
系
統
の
版
本
は
︑
そ
の
後
中
国
に
お
い
て
は
重
要
視
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
ほ
と
ん
ど
流
伝
が
途

絶
え
て
し
ま
っ
た
が）
11
（

︑
南
宋
の
朝
廷
に
保
管
さ
れ
て
い
た
国
図
本
（
周
必
大
原
刻
本
に
二
回
増
補
さ
れ
た
版
本
）
は
明
代
に
伝
わ
っ
た
︒

そ
の
国
図
本
は
明
代
の
朝
廷
（
内
府
）
で
再
編
集
さ
れ
刊
行
さ
れ
た
︒
明
の
楊
士
奇
は
「
恭
題
賜
本
歐
陽
文
忠
公
集
後
」
に
お
い
て
︑

内
府
本
の
編
纂
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
載
す
る）
15
（

︒

歐
陽
文
忠
公
集
在
宋
有
數
本
︒
惟
周
益
公
家
所
編
刻
者
最
精
備
︒
此
本
近
年
新
刻
於
春
坊
︒
時
東
宮
殿
下
監
國
之
暇
︑
究
心
經
史

而
凡
歴
代
名
臣
奏
疏
悉
取
覽
閲
︑
尤
愛
文
忠
議
論
切
直
︑
文
章
淳
雅
︑
遂
命
刻
之
板
成
︒

歐
陽
文
忠
公
集
は
宋
に
在
り
て
數
本
有
り
︒
惟
だ
周
益
公
の
家
に
編
刻
す
る
所
の
者
の
み
最
も
精
備
た
り
︒
此
の
本
近
年
新
た
に

春
坊
に
刻
さ
る
︒
時
に
東
宮
殿
下
監
國
の
暇
に
︑
心
を
經
史
に
究
め
て
凡
そ
歴
代
名
臣
の
奏
疏
悉
く
取
り
て
覽
閲
し
︑
尤
も
文
忠

の
議
論
切
直
に
し
て
︑
文
章
淳
雅
な
る
を
愛
し
︑
遂
に
之
れ
を
板
に
刻
す
る
を
命
じ
て
成
れ
り
︒

 

そ
の
当
時
東
宮
で
あ
っ
た
︑
後
の
明
の
第
四
代
仁
宗
皇
帝
は
︑
歐
陽
脩
の
議
論
の
切
直
さ
や
文
章
の
淳
雅
さ
を
愛
し
て
い
た
の
で
︑

周
必
大
の
編
刻
し
た
全
集
を
刻
板
さ
せ
た
と
言
う
︒
さ
ら
に
︑
明
・
李
紹
の
「
重
刊
蘇
文
忠
公
全
集
序
」
に
お
い
て
は
︑

歐
陽
文
惟
歐
所
自
選
居
士
集
︑
大
蘇
文
惟
呂
東
萊
所
編
文
選
︑
與
前
數
家
並
行
︒
然
僅
十
中
之
一
二
︑
求
其
全
集
︑
則
宋
時
刻
本

雖
存
︑
而
蔵
於
内
閣
︒
仁
廟
亦
嘗
命
工
翻
刻
︑
而
歐
集
止
以
賜
二
三
大
臣
︒
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歐
陽
の
文
は
惟
だ
歐
自
か
ら
選
す
る
所
の
居
士
集
の
み
︑
大
蘇
の
文
は
惟
だ
呂
東
萊
編
す
る
所
の
文
選
の
み
︑
前
の
數
家
と
並
び

行
は
る
︒
然
れ
ど
も
僅
か
に
十
中
の
一
二
に
し
て
︑
其
の
全
集
を
求
む
る
に
︑
則
ち
宋
時
の
刻
本
存
す
と
雖
も
︑
内
閣
に
蔵
せ
ら

る
る
︒
仁
廟
も
亦
た
嘗
て
工
に
命
じ
て
翻
刻
せ
し
む
る
も
︑
歐
集
は
止
だ
以
て
二
三
の
大
臣
に
賜
る
の
み
︒

と
あ
り
︑
仁
宗
が
朝
廷
（
内
府
）
で
編
纂
さ
せ
た
内
府
本
『
歐
陽
文
忠
公
集
』
は
︑
明
の
内
閣
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
「
宋
時
刻
本
」
を

用
い
た
と
記
述
す
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
︒
明
代
の
内
府
本
『
歐
陽
文
忠
公
集
』
は
今
日
に
伝
わ
っ
て
い
な
い
が
︑
そ
れ
を
継
承
す
る

弘
治
五
年
（
一
四
九
二
）
重
修
本
（
静
嘉
堂
文
庫
所
蔵
本
）
を
調
べ
る
と）
11
（

︑
国
図
本
を
始
め
と
す
る
南
宋
本
は
半
葉
十
行
︑
十
六
字
で

あ
る
の
に
対
し
て
︑
弘
治
重
修
本
は
半
葉
十
行
︑
二
十
字
と
版
式
が
異
な
っ
て
お
り
︑
明
代
内
府
本
作
成
の
際
に
︑
南
宋
本
を
整
理
し

直
し
て
編
纂
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
︒
明
代
内
府
本
を
継
承
す
る
弘
治
重
修
本
は
︑
原
刻
本
に
増
補
さ
れ
た
書
簡
が
本
文
の

書
簡
部
分
に
︑
増
補
さ
れ
た
書
簡
に
つ
い
て
の
校
勘
が
本
文
の
校
勘
部
分
に
そ
れ
ぞ
れ
ま
と
め
て
収
録
さ
れ
る
形
と
な
っ
て
い
る
︒
す

な
わ
ち
︑
南
宋
本
の
「
書
簡
本
文
︑︿
書
簡
巻
第
○
﹀
と
い
う
記
述
︑
校
勘
（
こ
こ
ま
で
が
原
刻
本
）︑
増
補
の
際
に
収
録
さ
れ
た
書
簡
︑

校
勘
」
と
い
う
形
式
が
︑「
書
簡
本
文
︑︿
書
簡
巻
第
○
﹀
と
い
う
記
述
︑
校
勘
」
と
い
う
形
式
に
編
纂
し
直
さ
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
内

府
本
『
歐
陽
文
忠
公
集
』
を
確
認
す
る
と
︑
南
宋
当
時
に
国
図
本
に
増
補
さ
れ
た
十
九
篇
の
書
簡
が
本
編
に
挿
入
さ
れ
て
︑
そ
の
後
に

校
勘
が
並
ぶ
と
い
う
形
式
に
整
理
し
直
さ
れ
て
編
纂
さ
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
︒
つ
ま
り
︑
国
図
本
に
増
補
さ
れ
て
い
た
十
九
篇
が
内

府
本
『
歐
陽
文
忠
公
集
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
明
代
の
内
府
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
「
宋
時
刻
本
」
と
は
ま
さ
し
く
国
図
本

で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
︑
南
宋
の
朝
廷
に
保
管
さ
れ
て
い
た
『
歐
陽
文
忠
公
集
』（
国
図
本
）
は
明
代
朝
廷
ま
で
流
伝
し
て
︑
そ

こ
で
再
編
集
さ
れ
て
刊
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
明
の
仁
宗
に
よ
っ
て
国
図
本
に
基
づ
い
て
編
纂
さ
れ
た
『
歐
陽
文
忠
公
集
』
が
決

定
版
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
︑
以
後
の
歐
陽
脩
の
全
集
は
全
て
こ
れ
に
基
づ
い
て
編
纂
さ
れ
た
︒
結
局
︑
周
必
大
が
『
歐
陽
文
忠
公
集
』

を
完
成
さ
せ
た
後
に
増
補
さ
れ
た
書
簡
の
う
ち
︑
国
図
本
に
収
録
さ
れ
た
十
九
篇
は
今
日
に
伝
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
︑
国
図
本
刊
行

の
後
に
増
補
さ
れ
て
天
理
本
に
付
け
加
え
ら
れ
た
九
十
六
篇
の
書
簡
は
明
代
朝
廷
に
は
伝
わ
ら
な
か
っ
た
た
め
に
今
日
ま
で
完
全
に
忘

却
さ
れ
て
し
ま
い
︑
そ
の
存
在
が
全
く
知
ら
れ
な
い
ま
ま
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
︒
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四
　
金
澤
文
庫
と
天
理
本
『
歐
陽
文
忠
公
集
』

さ
て
︑
南
宋
の
周
必
大
ら
が
『
歐
陽
文
忠
公
集
』
を
編
纂
し
刊
行
し
た
慶
元
二
年
（
一
一
九
六
）
当
時
︑
眼
を
日
本
へ
移
し
て
み
る

と
︑
鎌
倉
幕
府
が
成
立
し
た
頃
で
あ
っ
た
︒
当
時
の
幕
府
の
蔵
書
は
名
越
文
庫
に
収
蔵
さ
れ
て
い
た
が
︑
一
二
〇
八
年
︑
一
二
二
一
年

の
二
度
の
火
災
に
よ
り
焼
失
し
て
し
ま
い
︑
幕
府
は
新
た
に
蔵
書
を
収
集
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
と
な
っ
て
い
た）
17
（

︒
一
方
︑
当
時
︑
日

本
と
南
宋
の
間
で
は
︑
し
ば
し
ば
唐
船
が
往
来
し
て
お
り
︑
種
々
の
貨
物
が
取
引
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
︑
両
国
の
僧
侶
も
往
復
し
て
交

流
し
て
お
り
︑
た
と
え
ば
南
宋
の
名
僧
・
蘭
渓
道
隆
が
一
二
四
六
年
に
︑
兀
庵
普
寧
が
一
二
六
〇
年
に
︑
そ
れ
ぞ
れ
日
本
に
招
か
れ
渡

来
す
る
な
ど
︑
鎌
倉
幕
府
は
中
国
の
文
化
状
況
に
も
通
じ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
︒

そ
の
頃
︑
鎌
倉
幕
府
の
執
権
を
補
佐
し
て
い
た
金
澤
流
北
条
氏
の
北
条
実
時
が
︑
鎌
倉
を
中
心
に
金
澤
家
に
必
要
な
典
籍
や
記
録
文

書
を
収
集
し
︑
さ
ら
に
使
者
を
南
宋
へ
派
遣
し
て
書
籍
を
購
入
さ
せ
た
︒
こ
う
し
て
中
国
で
購
入
し
た
漢
籍
や
日
本
で
収
集
し
た
多
く

の
書
籍
や
資
料
等
を
保
管
す
る
場
所
と
し
て
金
澤
文
庫
を
創
設
し
た
の
で
あ
っ
た
︒

室
町
時
代
の
玉
隠
英
璵
は
「
関
東
禅
林
詩
文
等
抄
録
」
の
中
で
︑
次
の
よ
う
に
記
述
す
る
︒

昔
金
澤
大
夫
君
︑
遣
使
于
支
那
國
︑
航
萬
里
鯨
波
︑
運
載
群
書
︑
以
爲
我
本
朝
之
寳
︒
大
夫
君
廼
称
名
律
寺
大
旦
越
也
︑
故
寺
傍

建
文
庫
蔵
之
︒
天
下
圖
書
之
府
也
︒

昔
金
澤
大
夫
君
︑
使
を
支
那
國
に
遣
は
し
︑
萬
里
の
鯨
波
を
航
し
︑
群
書
を
運
載
し
︑
以
て
我
が
本
朝
の
寳
と
爲
す
︒
大
夫
君
は

廼
ち
称
名
律
寺
の
大
旦
越
な
り
︑
故
に
寺
傍
に
文
庫
を
建
て
て
之
れ
を
蔵
す
︒
天
下
圖
書
の
府
な
り
︒

 

こ
こ
で
言
う
金
澤
大
夫
君
と
は
北
条
実
時
の
こ
と
で
あ
る
︒
彼
が
派
遣
し
た
使
者
が
︑
遙
か
彼
方
︑
大
波
に
堪
え
て
万
里
の
海
を
渡

り
多
く
の
漢
籍
を
日
本
に
持
ち
帰
り
︑
そ
れ
ら
を
文
庫
に
所
蔵
し
た
と
記
述
す
る
︒
こ
の
文
庫
が
金
澤
文
庫
で
あ
り
︑
中
国
で
漢
籍
を

収
集
し
た
時
期
は
︑
陳
翀
氏
の
考
察
に
よ
れ
ば
一
二
五
八
年
頃
の
こ
と
で
あ
っ
た）
11
（

︒
こ
の
時
︑
中
国
か
ら
日
本
へ
持
ち
帰
っ
た
多
く
の
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漢
籍
の
中
に
︑『
歐
陽
文
忠
公
集
』
百
五
十
八
巻
（
附
録
五
巻
を
含
む
）
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る）
19
（

︒
こ
れ
が
現
在
の
天
理
本
で
あ
る
︒

鎌
倉
幕
府
滅
亡
後
︑
金
澤
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
書
籍
の
一
部
は
足
利
学
校
に
継
承
さ
れ
た
が
︑
多
く
は
散
失
し
て
し
ま
っ
た
︒

そ
れ
ら
の
書
籍
は
︑
そ
の
後
ど
こ
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
の
か
を
明
確
に
跡
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
︑
江
戸
時
代
に
な
っ
て
金
澤
文

庫
の
書
籍
は
︑
紅
葉
山
文
庫
や
昌
平
坂
学
問
所
に
収
蔵
さ
れ
た
も
の
も
多
く
︑『
歐
陽
文
忠
公
集
』
に
つ
い
て
言
え
ば
︑
京
都
の
伊
藤
仁

斎
の
古
義
堂
に
所
蔵
さ
れ
た
︒
古
義
堂
と
は
︑
江
戸
時
代
の
寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）
年
に
伊
藤
仁
斎
が
儒
学
を
教
え
る
た
め
に
そ
の

生
家
で
開
い
た
家
塾
の
こ
と
で
︑
長
子
の
伊
藤
東
涯
以
下
︑
代
々
そ
の
子
が
あ
と
を
引
き
継
い
で
い
た）
20
（

︒
古
義
堂
の
蔵
書
︑
書
画
な
ど

約
五
千
五
百
点
︑
一
万
冊
は
︑
一
九
四
一
年
に
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
︑
古
義
堂
文
庫
と
し
て
整
理

さ
れ
た
︒
こ
う
し
て
北
条
実
時
の
使
者
が
南
宋
で
購
入
し
た
『
歐
陽
文
忠
公
集
』
も
こ
の
時
に
古
義
堂
か
ら
に
天
理
図
書
館
に
移
さ
れ

て
︑
一
九
五
二
年
に
は
国
宝
に
指
定
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
︒

五
　
お
わ
り
に

い
ず
れ
も
南
宋
時
代
の
刊
本
で
あ
る
国
図
本
︑
宮
内
庁
本
︑
天
理
本
に
つ
い
て
︑
先
行
の
研
究
で
は
誤
っ
て
南
宋
の
慶
元
二
年
に
周

必
大
が
編
纂
し
た
原
刻
の
『
歐
陽
文
忠
公
集
』
と
見
な
し
て
し
ま
い
︑
従
来
そ
の
こ
と
を
疑
っ
て
こ
な
か
っ
た
︒
特
に
︑
周
必
大
が
『
歐

陽
文
忠
公
集
』
を
刊
行
し
た
後
に
︑
そ
れ
が
幾
度
か
増
補
さ
れ
た
過
程
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
全
く
考
察
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
︑
増
補

の
際
に
付
け
加
え
ら
れ
た
書
簡
が
存
在
す
る
こ
と
な
ど
は
全
く
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
︒
し
か
も
︑
今
回
筆
者
が
発
見
し
た
九
十
六

篇
の
書
簡
は
未
整
理
の
ま
ま
で
各
巻
末
に
ば
ら
ば
ら
に
く
っ
つ
い
た
形
で
増
補
さ
れ
て
お
り
︑
一
見
す
る
と
そ
の
存
在
に
は
全
く
気
づ

か
な
い
︒
こ
う
し
た
『
歐
陽
文
忠
公
集
』
編
纂
増
補
の
過
程
の
複
雑
さ
が
︑
今
日
ま
で
天
理
本
に
残
さ
れ
た
歐
陽
脩
の
九
十
六
篇
の
書

簡
の
存
在
を
発
見
で
き
な
か
っ
た
要
因
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
︑
日
本
の
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
『
歐
陽
文
忠
公
集
』（
宮
内
庁
本
）
は
中
国
の
国
家
図
書
館
所

蔵
『
歐
陽
文
忠
公
集
』（
国
図
本
）
と
刻
工
名
が
全
く
同
じ
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
そ
れ
ら
は
同
一
の
南
宋
版
本
だ
と
言
え
る
︒
宮
内
庁
書

陵
部
の
所
蔵
本
は
日
本
の
皇
室
に
代
々
伝
わ
っ
て
き
た
書
籍
で
あ
り
︑
国
図
本
は
既
に
見
て
き
た
如
く
南
宋
や
明
の
朝
廷
に
お
い
て
所
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蔵
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
に
︑
中
国
の
朝
廷
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
漢
籍
と
日
本
の
皇
室
所
蔵
の
漢
籍
と
の
関
連
に
つ

い
て
は
非
常
に
興
味
深
く
︑
宮
内
庁
本
の
日
本
へ
の
伝
来
過
程
の
考
察
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒

一
方
︑
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
所
蔵
『
歐
陽
文
忠
公
集
』（
天
理
本
）
は
︑
南
宋
の
朝
廷
に
収
蔵
さ
れ
た
国
図
本
刊
行
の
後
に
︑

増
補
を
経
て
刊
行
さ
れ
た
書
籍
で
あ
り
︑
南
宋
末
期
当
時
︑
日
本
か
ら
来
た
北
条
実
時
の
使
者
が
購
入
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
︑
我
が
国

へ
将
来
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
お
そ
ら
く
南
宋
当
時
は
そ
れ
程
貴
重
と
は
見
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
︑
日
本
か
ら
の
使
者
が
購

入
で
き
た
と
考
え
ら
れ
︑
国
図
本
と
は
違
い
一
般
に
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
る
版
本
で
あ
っ
た
が
故
に
︑
逆
に
中
国
で
は
大
事
に
保
管

し
よ
う
と
す
る
意
識
が
薄
く
︑
重
要
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
結
果
と
し
て
従
来
全
く
知
ら
れ
て
い
な
い
歐
陽

脩
書
簡
九
十
六
篇
が
付
け
加
わ
っ
て
い
た
天
理
本
は
︑
中
国
か
ら
伝
来
し
た
貴
重
な
漢
籍
と
し
て
︑
日
本
で
は
大
事
に
保
管
さ
れ
︑
今

日
ま
で
流
伝
し
て
き
た
の
で
あ
っ
た
︒

注

（
1
）  

筆
者
は
︑
二
〇
一
一
年
十
月
八
日
の
日
本
中
国
学
会
第
六
十
三
回
大
会
で
「
歐
陽
脩
の
書
簡
九
十
六
篇
の
発
見
に
つ
い
て
」
と
題
し
て

研
究
発
表
を
行
い
︑
歐
陽
脩
に
未
発
見
の
書
簡
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
初
め
て
公
表
し
た
︒
そ
の
発
表
内
容
を
︑
拙
稿
「
歐
陽
脩
の
書

簡
九
十
六
篇
の
発
見
に
つ
い
て
」（『
日
本
中
国
学
会
報
』
第
六
十
四
集
︑
二
〇
一
二
年
）
に
ま
と
め
た
︒
そ
の
後
︑
拙
著
『
歐
陽
脩
新
発

見
書
簡
九
十
六
篇
―
歐
陽
脩
全
集
の
研
究
―
』（
研
文
出
版
︑
二
〇
一
三
年
）
を
出
版
し
て
九
十
六
篇
に
関
す
る
研
究
と
書
簡
を
公
開
し
て

い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
︒
ま
た
︑
今
回
発
見
し
た
歐
陽
脩
の
書
簡
九
十
六
篇
を
読
解
す
る
に
当
た
っ
て
は
︑
東
英
寿
考
校
︑
洪
本
健
箋

注
『
新
見
歐
陽
脩
九
十
六
篇
書
簡
箋
注
』（
上
海
古
籍
出
版
社
︑
二
〇
一
四
年
）
を
参
考
に
さ
れ
た
い
︒

（
2
）  

た
と
え
ば
︑『
武
漢
大
学
学
報
』
第
六
十
五
巻
︑
総
三
百
二
十
期
（
二
〇
一
二
年
）
に
お
い
て
は
︑「
新
発
現
歐
陽
脩
書
簡
研
究
専
題
」

と
し
て
︑
九
十
六
篇
の
書
簡
の
発
見
に
つ
い
て
の
特
集
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
そ
こ
で
は
「
東
英
寿
教
授
新
見
歐
陽
脩
散
佚
書
簡
解
読
」︑

「
略
論
歐
陽
脩
書
簡
的
芸
術
特
色
―
従
日
本
学
者
新
発
現
的
96
通
書
簡
説
起
」︑「
従
新
発
現
的
96
通
書
簡
看
歐
陽
脩
的
日
常
生
活
」
等
の
論

文
が
発
表
さ
れ
︑
新
出
書
簡
の
芸
術
的
特
色
や
歐
陽
脩
の
日
常
生
活
と
の
関
連
等
の
考
察
が
進
め
ら
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
筆
者
も
注
（
1
）
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拙
著
『
歐
陽
脩
新
発
見
書
簡
九
十
六
篇
―
歐
陽
脩
全
集
の
研
究
―
』
に
お
い
て
︑
歐
陽
脩
の
新
発
見
書
簡
と
通
行
本
書
簡
と
の
関
係
や
新

発
見
書
簡
の
収
蔵
元
等
︑
様
々
な
考
察
を
進
め
て
い
る
︒

（
3
）  
本
稿
に
お
い
て
︑
周
必
大
の
文
章
は
『
文
忠
集
』（
四
庫
全
書
所
収
）
に
基
づ
い
た
︒

（
4
）  
以
下
︑
国
図
本
︑
宮
内
庁
本
︑
天
理
本
に
着
目
し
て
周
必
大
原
刻
本
『
歐
陽
文
忠
公
集
』
に
つ
い
て
考
察
し
た
部
分
に
つ
い
て
は
︑
注

（
1
）
拙
稿
「
歐
陽
脩
の
書
簡
九
十
六
篇
の
発
見
に
つ
い
て
」
に
基
づ
い
て
お
り
︑
論
述
の
都
合
上
︑
記
述
も
重
複
し
て
い
る
こ
と
を
了
承

さ
れ
た
い
︒

（
5
）  

『
北
京
図
書
館
古
籍
善
本
書
目
』（
書
目
文
献
出
版
社
︑
一
九
八
七
年
）︒

（
6
）  

宮
内
庁
書
陵
部
編
『
図
書
寮
典
籍
解
題
　
漢
籍
篇
』（
大
蔵
省
印
刷
局
︑
一
九
六
〇
年
）︒

（
7
）  

文
化
庁
監
修
『
国
宝
』（
毎
日
出
版
社
︑
一
九
八
四
年
）︒

（
8
）  

周
必
大
の
全
集
『
文
忠
集
』（
四
庫
全
書
所
収
）
に
は
︑
こ
の
書
簡
に
紹
興
四
年
七
月
と
い
う
注
記
が
あ
る
︒
紹
興
四
年
は
一
一
三
四
年

で
あ
り
︑
周
必
大
が
八
歳
の
頃
と
な
り
時
期
が
合
わ
な
い
︒
紹
熙
四
年
（
一
一
九
三
）
の
誤
り
だ
と
考
え
ら
れ
︑『
全
宋
文
』（
上
海
辞
書

出
版
社
︑
二
〇
〇
六
年
）
に
お
い
て
も
本
書
簡
の
作
成
年
を
紹
熙
四
年
と
判
断
し
て
い
る
︒

（
9
）  

拙
稿
「
周
必
大
原
刻
本
『
歐
陽
文
忠
公
集
』
百
五
十
三
巻
に
つ
い
て
」（『
中
国
文
学
論
集
』
第
四
十
号
︑
二
〇
一
一
年
︒
の
ち
注
（
1
）

拙
著
『
歐
陽
脩
新
発
見
書
簡
九
十
六
篇
―
歐
陽
脩
全
集
の
研
究
―
』
に
収
録
）
に
お
い
て
︑
周
必
大
原
刻
の
『
歐
陽
文
忠
公
集
』
は
︑
後

述
す
る
よ
う
に
鄧
邦
述
跋
本
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
︒

（
10
）  

注
（
5
）『
北
京
図
書
館
古
籍
善
本
書
目
』
に
は
︑
前
述
し
た
周
必
大
原
刻
本
と
見
な
さ
れ
て
い
る
三
本
の
南
宋
版
本
以
外
に
︑
次
に
挙

げ
る
七
本
の
南
宋
版
本
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒

 
 

〇 

歐
陽
文
忠
公
集
一
百
五
十
三
巻
　
宋
歐
陽
脩
撰
　
年
譜
一
巻
　
宋
胡
柯
撰
　
宋
刻
本
　
二
十
一
冊
　
存
七
十
二
巻
　
二
十
至
二
十
四
　

四
十
六
至
六
十
四
　
六
十
八
至
七
十
五
　
九
十
五
至
一
百
十
四
　
一
百
十
七
至
一
百
二
十
七
　
一
百
三
十
四
至
一
百
三
十
七
　
一
百

四
十
一
至
一
百
四
十
二
　
一
百
四
十
四
至
一
百
四
十
六

 
 

〇 

歐
陽
文
忠
公
集
一
百
五
十
三
巻
　
宋
歐
陽
脩
撰
　
宋
刻
本
　
二
冊
　
存
四
巻
　
八
十
二
至
八
十
五

 
 

〇 

歐
陽
文
忠
公
集
一
百
五
十
三
巻
　
宋
歐
陽
脩
撰
　
宋
刻
本
　
二
冊
　
存
九
巻
　
九
十
七
至
一
百
一
　
一
百
五
十
至
一
百
五
十
三
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〇 

歐
陽
文
忠
公
集
一
百
五
十
三
巻
　
宋
歐
陽
脩
撰
　
宋
刻
本
﹇
巻
三
十
至
三
十
四
配
清
初
抄
本
﹈　
十
六
冊
　
存
五
十
巻
　
一
至
五
十

 
 

〇 

歐
陽
文
忠
公
集
一
百
五
十
三
巻
　
宋
歐
陽
脩
撰
　
附
録
五
巻
　
宋
刻
本
　
二
十
冊
　
存
七
十
五
巻
　
一
至
二
　
五
十
一
至
六
十
五
　
七

十
一
至
八
十
九
　
一
百
二
至
一
百
十
八
　
一
百
二
十
五
至
一
百
四
十
三
　
附
録
一
至
三

 
 

〇 
歐
陽
文
忠
公
集
一
百
五
十
三
巻
　
宋
歐
陽
脩
撰
　
宋
刻
本
　
二
冊
　
存
十
一
巻
　
四
十
至
五
十

 
 

〇 
歐
陽
文
忠
公
集
一
百
五
十
三
巻
　
宋
歐
陽
脩
撰
　
宋
刻
本
　
鄧
邦
述
跋
　
四
冊
　
存
四
巻
　
二
十
至
二
十
三

 

こ
の
う
ち
︑
南
宋
版
本
と
し
て
『
北
京
図
書
館
古
籍
善
本
書
目
』
の
一
番
最
後
に
記
載
が
あ
る
鄧
邦
述
跋
本
が
︑
注
（
9
）
拙
稿
の
考
察

に
よ
っ
て
周
必
大
原
刻
の
『
歐
陽
文
忠
公
集
』
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
︒

（
11
）  

「
續
添
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
︑
井
上
進
『
中
国
出
版
文
化
史
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
︑
二
〇
〇
二
年
）
に
蘇
軾
の
『
元
豊
續
添
蘇
子

瞻
銭
塘
集
』
に
つ
い
て
︑「「
元
豊
」
は
一
〇
七
八
年
に
始
ま
る
年
号
︑「
續
添
」
は
た
ぶ
ん
最
新
作
ま
で
の
増
補
の
意
味
︙
︙
︙
」
と
あ

る
︒「
續
添
」
と
は
新
た
に
付
け
加
え
ら
れ
た
増
補
の
意
味
と
い
う
井
上
氏
の
見
解
に
本
稿
も
従
う
︒

（
12
）  

「
續
添
」︑「
又
續
添
」
と
い
う
記
載
に
注
目
し
た
『
歐
陽
文
忠
公
集
』
の
具
体
的
な
増
補
の
状
況
に
つ
い
て
は
別
稿
を
用
意
し
て
い
る
︒

（
13
）  

「
国
図
本
」
の
増
補
部
分
に
十
九
篇
の
書
簡
が
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
注
（
1
）
拙
稿
「
歐
陽
脩
の
書
簡
九
十
六
篇
の
発

見
に
つ
い
て
」
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

（
14
）  

中
国
に
お
い
て
完
全
に
伝
承
が
途
絶
え
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
︑
中
国
国
家
図
書
館
所
蔵
さ
れ
て
い
る
注
（
10
）
の
南
宋
刊
本
を
調

査
し
た
と
こ
ろ
「
歐
陽
文
忠
公
集
一
百
五
十
三
巻
　
宋
歐
陽
脩
撰
　
宋
刻
本
　
二
冊
　
存
九
巻
　
九
十
七
至
一
百
一
　
一
百
五
十
至
一
百

五
十
三
」
が
天
理
本
と
同
一
の
版
本
だ
と
思
わ
れ
る
︒
た
だ
︑
該
書
は
僅
か
九
巻
し
か
現
存
せ
ず
︑
今
回
発
見
し
た
九
十
六
篇
の
書
簡
の

う
ち
︑
三
十
六
篇
の
存
在
が
確
認
で
き
る
だ
け
で
あ
る
︒

（
15
）  

以
下
の
明
代
に
お
け
る
『
歐
陽
文
忠
公
集
』
の
編
纂
に
つ
い
て
の
記
述
は
︑
注
（
1
）
拙
稿
「
歐
陽
脩
の
書
簡
九
十
六
篇
の
発
見
に
つ

い
て
」
に
基
づ
い
た
︒

（
16
）  

明
代
の
内
府
本
『
歐
陽
文
忠
公
集
』
の
刊
行
状
況
︑
及
び
そ
れ
を
継
承
し
て
い
る
弘
治
五
年
（
一
四
九
二
）
重
修
本
（
静
嘉
堂
文
庫
所

蔵
本
）
の
存
在
等
に
つ
い
て
は
︑
森
山
秀
二
「
元
刊
本
『
歐
陽
文
忠
公
集
』
を
巡
っ
て
」（『
経
済
学
季
報
』
五
十
一
巻
第
一
号
︑
二
〇
〇

一
年
）
を
参
照
し
た
︒
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（
17
）  

当
時
の
状
況
に
つ
い
て
は
︑
陳
翀
「
両
宋
時
期
刻
本
東
伝
日
本
考
―
兼
論
金
澤
文
庫
之
創
建
経
緯
」（
西
華
大
学
学
報
（
哲
学
社
会
科
学

版
）︑
二
〇
一
〇
年
）
に
基
づ
い
た
︒

（
18
）  
注
（
17
）
陳
翀
氏
の
論
文
に
よ
る
︒

（
19
）  
金
澤
文
庫
の
蔵
書
に
つ
い
て
は
︑
関
靖
『
金
澤
文
庫
の
研
究
』（
大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
︑
一
九
五
一
年
）
の
第
二
章
第
五
節
に
「
金
澤

文
庫
本
一
覧
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
そ
こ
に
は
図
書
百
二
十
四
種
︑
仏
典
十
四
種
︑
漢
籍
八
十
九
種
が
あ
り
︑
こ
の
漢
籍
の
リ
ス
ト
の

中
に
『
歐
陽
文
忠
公
集
』
が
あ
る
︒

（
20
）  

天
理
本
の
大
尾
に
「
明
和
八
年
辛
卯
三
月
十
七
日
読
了
東
所
」
の
奥
書
が
記
載
さ
れ
て
お
り
︑
伊
藤
東
涯
の
子
で
あ
る
伊
藤
東
所
が
︑

『
歐
陽
文
忠
公
集
』
を
通
読
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒


